
質問回答

2015年 6月 1日
「北米・中南米地域南米地域におけるサブソブリン融資支援に係る情報収集確認調査」

（公示日：2015年 5月 20日／公示番号：150324）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番

号

当該頁項目 質問 回答

1 第２ 業務の目的・内容等に

関する事項

３．業務の範囲

（２）調査対象機関

現地業務量の目処が約 1.3M/M と短期間

ですので、効率的・効果的な調査の実施の

ため、他ドナーへの調査は、コロンビア及び

ペルーに所在する各ドナー事務所のみの

調査を行うことを提案しますが可能でしょう

か。

他ドナーへの調査に関し、各ドナーの本部ではサブソブリン融

資支援戦略を、現地事務所では当該国に対するサブソブリン融

資の実績等を収集して頂くことを想定していました。しかしなが

ら、諸般の事情により、他ドナー本部への訪問は不要とします。

但しドイツ復興金融公庫（以下、「KfW」とする。）とアンデス開発
公社（以下、「CAF」とする。）については、本部で収集する予定
であった情報を現地事務所で収集して頂きます。

これにより、業務指示書を以下のとおり変更します。

3．業務の範囲(1)対象地域：
「フランス」、「ドイツ」、「米国」を削除

5．業務の内容(2)①他ドナー本部からの情報収集：
「他ドナー本部」を「対象国のKfW及びCAFの事務所」に読替。

なお、業務指示書 5.(2)④及び現地業務量の目途については
変更ありません。



2 第２ 業務の目的・内容等に

関する事項

３．業務の範囲

（２）調査対象機関

（上記 1.の対応が認められない場合につい
て）

業務指示書には以下他ドナー本部への調

査が記載されています。

他ドナー

① 米 州 開 発 銀 行 Inter-American 
Development Bank (IDB)
② 米 州 投 資 公 社 Inter-American 
Investment Corporation(IIC)
③世界銀行(World Bank)
④国際金融公社（IFC）
⑤フランス開発金融公社(AFD)
⑥ドイツ復興金融公庫(KfW)
⑦アンデス開発公社(CAF)等
現地 M/M のトータルが約 1.3M/M と少なく
また現地作業期間が8月に限定されていま
す。業務従事者 1名につき 1か国を調査す
るとしても、航空機での移動が必要となる

首都から離れた地方自治体が調査対象機

関に含まれており、コロンビア、ペルー国で

の調査が目いっぱいなものと想定されます

（コロンビア、ペルーで各々約 2週強の調査
日数を想定）。

他ドナー本部への調査が必須であるとする

と、総括／円借款制度(1)、円借款制度(2)
以外に、円借款制度(3)の人材を他ドナー
本部の調査要員として加え、業務指示書に

通番号１回答の通りです。



示されている業務量（約 3.2M/M）を超え
て、それら調査に必要と想定される日数及

びM/M (例えば10日間、0.33M/M) を追加
することでの対応は可能でしょうか。

または、他ドナー本部への調査として、米

国にある他ドナー本部の調査のみとし、ペ

ルー、コロンビアへの渡航のトランジットの

際に実施することでの対応は可能でしょう

か。

3 第 2 業務の目的・内容等に
関する事項

３．業務の範囲 （１）業務対

象地域

融資支援を行う他ドナーの本部がある国

（ベネズエラ、フランス、ドイツ、米国）の移

動について、移動手段（タクシー利用等）を

見積もりしてよいか？

通番号１回答の通りです。

4 第 3 業務実施上の条件
５．翻訳・通訳及び業務補助

員等の傭上

現地の通訳の傭上を可とするとあるが、通

訳の国内移動が生じた際の航空賃等の見

積もりについての留意点はあるか？

一般業務費の旅費・交通費として計上して下さい。（詳細「コン

サルタント等契約における見積書作成ガイドライン 」

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/
参照）

以上


